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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の計測データに基づいて生成された画像と、画像閲覧アプリケーションとを可搬
記録媒体に記録する記録手段を備えた画像診断装置であって、
　前記可搬記録媒体の記録内容を読み取る読込装置側の使用目的に応じて、前記画像閲覧
アプリケーションの自動起動を許可するか否かを判定する自動起動判定プログラムを前記
可搬記録媒体に更に記録するプログラム記録手段を備えることを特徴とする画像診断装置
。
【請求項２】
　前記自動起動判定プログラムは、前記読込装置の使用目的が患者情報の読み込みまたは
画像の取り込みである旨の設定情報が予め設定されている場合は、前記可搬記録媒体が前
記読込装置に挿入されたときに、前記画像閲覧アプリケーションを自動起動させないもの
とするためのプログラムコードを含むことを特徴とする請求項１に記載の画像診断装置。
【請求項３】
　前記読込装置側の使用目的を設定するための設定情報を前記可搬記録媒体に記録する設
定情報記録手段を更に備えることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の画像診断装
置。
【請求項４】
　前記自動起動判定プログラムは、前記画像閲覧アプリケーションが起動された場合に、
前記読込装置側の使用目的に応じて前記画像閲覧アプリケーションにて表示される内容を
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制限するためのプログラムコードを含むことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれ
かに記載の画像診断装置。
【請求項５】
　被検体の計測データに基づいて生成された画像と、画像閲覧アプリケーションとを記録
した可搬記録媒体であって、
　当該可搬記録媒体の記録内容を読み取る読込装置側の使用目的に応じて、前記画像閲覧
アプリケーションの自動起動を許可するか否かを判定する自動起動判定プログラムが記録
されていることを特徴とする可搬記録媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体の画像を撮影し、閲覧アプリケーションとともに可搬記録媒体に記録
する画像診断装置及び可搬記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より医療施設における被検体の診断のために、被検体内部を撮影するＸ線診断装置
、Ｘ線透視撮影装置、Ｘ線ＣＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装置、超音
波装置、ＭＲＩ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ）装置、ＳＰ
ＥＣＴ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｐｈｏｔｏ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ＣＴ）装置、ＰＥＴ（Ｐｏｓｉ
ｔｒｏｎ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装置等の各種医用画像撮影装置が
利用されている。
　また、医療に関する情報の利用や管理に関する技術として、特許文献１には、被検者に
関する画像や画像閲覧アプリケーション及びレポートを格納したサーバのアドレス情報等
を、被検者の申し送り情報として、Ｘ線ＣＴ装置にて可搬記録媒体に保存する技術が開示
されている。
　また、特許文献２には、リムーバブルメディアの挿入時に関連アプリケーションを自動
起動する技術が開示されており、この特許文献２に示す技術を利用して、受け取り側の端
末で可搬記録媒体内の画像閲覧アプリケーションをドライブ挿入時に自動起動させ、画像
の閲覧時の操作の煩雑さを軽減させることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２４１５５９号公報
【特許文献２】特開２００１－７５８１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、可搬記録媒体をドライブに挿入したときに、必ず画像閲覧アプリケーシ
ョンを自動起動するようにすると、画像を閲覧する必要のないときにまで画像閲覧アプリ
ケーションが起動してしまうため、起動に時間がかかったり、アプリケーションを終了さ
せる操作を行う手間がかかったりしてしまい、業務効率を下げることがあった。
【０００５】
　本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたものであり、可搬記録媒体を読み込む装置の
使用目的に応じて画像閲覧アプリケーションを自動起動させ、或いは自動起動させないよ
うにし、作業効率を向上させることが可能な画像診断装置及び可搬記録媒体を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前述した目的を達成するために第１の発明は、被検体の計測データに基づいて生成され
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た画像と、画像閲覧アプリケーションとを可搬記録媒体に記録する記録手段を備えた画像
診断装置であって、前記可搬記録媒体の記録内容を読み取る読込装置側の使用目的に応じ
て、前記画像閲覧アプリケーションの自動起動を許可するか否かを判定する自動起動判定
プログラムを前記可搬記録媒体に更に記録するプログラム記録手段を備えることを特徴と
する画像診断装置である。
【０００７】
　また、第２の発明は、被検体の計測データに基づいて生成された画像と、画像閲覧アプ
リケーションとを記録した可搬記録媒体であって、当該可搬記録媒体の記録内容を読み取
る読込装置側の使用目的に応じて、前記画像閲覧アプリケーションの自動起動を許可する
か否かを判定する自動起動判定プログラムが記録されていることを特徴とする可搬記録媒
体である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明により、可搬記録媒体を読み込む装置の使用目的に応じて画像閲覧アプリケーシ
ョンを自動起動させ、或いは自動起動させないようにし、作業効率を向上させることが可
能な画像診断装置及び可搬記録媒体を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】画像提供システム１の画像診断装置２と読込装置３のハードウエアブロック図
【図２】使用目的と自動起動の対応表４５の一例を示す図
【図３】画像診断装置２の実行する書込処理の流れを説明するフローチャート（第１の実
施の形態）
【図４】可搬記録媒体Ｍ１が読込装置３に挿入された際に読込装置３が実行する処理の流
れを説明するフローチャート（第１の実施の形態）
【図５】画像診断装置２の実行する書込処理の流れを説明するフローチャート（第２の実
施の形態）
【図６】使用目的選択画面６の一例を示す図
【図７】可搬記録媒体Ｍ１が読込装置３に挿入された際に読込装置３が実行する処理の流
れを説明するフローチャート（第２の実施の形態）
【図８】使用目的に応じた表示制限設定情報４７の一例を示す図
【図９】可搬記録媒体Ｍ１が読込装置３に挿入された際に読込装置３が実行する処理の流
れを説明するフローチャート（第３の実施の形態）
【図１０】使用目的に応じた画像の表示例
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
【００１１】
［第１の実施の形態］
　まず、図１を参照して、本発明の構成について説明する。
　図１に示す画像提供システム１は、被検体を撮影し、画像を生成する画像診断装置２と
、画像診断装置２にて生成された画像を受け取る外部端末（以下、読込装置３という）と
、可搬記録媒体M１とを備えて構成される。画像診断装置２と読込装置３とは、可搬記録
媒体M１を介して画像の授受を行う。そのため、画像診断装置２及び読込装置３の間には
、医師、技師、或いは被検者等が画像等を閲覧するために、特に通信設備を必要としない
。
【００１２】
　画像診断装置２は、スキャナ２００及び操作卓２２０を有する、例えばＸ線ＣＴ装置、
Ｘ線診断装置、透視撮影装置、超音波装置、ＭＲＩ装置、ＳＰＥＣＴ装置、ＰＥＴ装置等
の各種医用画像撮影装置である。
　スキャナ２００は、被検体を撮影し、計測データを取得するデータ計測装置２０１を備
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える。データ計測装置２０１とは、例えばＸ線を用いた装置であれば、Ｘ線管、Ｘ線検出
器、データ収集装置等である。
　操作卓２２０は、システム制御装置２２１、画像演算装置２２２、記憶装置２２３、操
作装置２２４、表示装置２２５、及びメディアドライブ装置２２６を備える。
【００１３】
　操作卓２２０のシステム制御装置２２１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓ
ｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を備え、スキャナ２００及び操作卓２２０が備え
る各装置を制御する。すなわち、システム制御装置２２１は、スキャナ２００のデータ計
測装置２０１を制御して被検体の計測データを取得させ、計測データに基づいて画像演算
装置２２２に画像を生成させる。また、システム制御装置２２１は、画像演算装置２２２
により生成された画像４１を記憶装置２２３に格納するとともに、表示装置２２５を制御
して画像４１を表示させる。
　本実施の形態において、システム制御装置２２１は、可搬記録媒体Ｍ１に画像４１、画
像閲覧アプリケーション４３、後述する自動起動判定プログラム４４、及び後述する使用
目的と自動起動の対応表４５を記録する処理を実行する（図３参照）。
　画像演算装置２２２は、システム制御装置２２１の制御によってスキャナ２００から計
測データを取得し、被検体断層像等の画像４１を再構成する。
【００１４】
　記憶装置２２３は、ハードディスク等により構成されるものであり、システム制御装置
２２１に接続される。記憶装置２２３は、画像演算装置２２２にて生成された画像４１等
を格納する画像データベース４２を有する。また、記憶装置２２３は装置の使用目的と自
動起動の対応表４５を記憶する。装置の使用目的と自動起動の対応表４５については、後
述する（図２参照）。
【００１５】
　操作装置２２４は、例えば、キーボード、マウス等のポインティングデバイス、テンキ
ー等の入力装置、及び各種スイッチボタン等により構成され、操作者によって入力される
各種の指示や情報をシステム制御装置２２１に出力する。操作者は、表示装置２２５及び
操作装置２２４を使用して対話的に画像診断装置２を操作する。表示装置２２５は、液晶
パネル、ＣＲＴモニタ等のディスプレイ装置と、ディスプレイ装置と連携して表示処理を
実行するための論理回路で構成され、システム制御装置２２１に接続される。表示装置２
２５は画像演算装置２２２から出力される画像４１、並びにシステム制御装置２２１が取
り扱う種々の情報を表示する。
【００１６】
　メディアドライブ装置２２６は、可搬記録媒体Ｍ１に対応するドライブ装置等であり、
例えば、ＣＤドライブ、ＤＶＤドライブ、フロッピー（登録商標）ディスクドライブ、Ｉ
Ｃカードリーダ／ライタ、メモリカードスロット、ＵＳＢポート等のドライブ装置または
スロット、ポート等のインターフェースを含む。メディアドライブ装置２２６は、システ
ム制御装置２２１の制御により、可搬記録媒体Ｍ１に対してデータの書き込み及び読み出
しを行う。
　可搬記録媒体Ｍ１は、当該記録媒体に対応するドライブ装置やコンピュータ等を用いる
ことにより、データの読み取り及び書き込みが可能な記録媒体であり、ユーザが自在に持
ち運ぶことが可能なものである。例えば、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）、ＤＶＤ等
の光ディスク、フロッピー（登録商標）ディスク等の磁気メモリ、ＩＣカード、メモリカ
ード、ＵＳＢメモリ等の不揮発性の半導体メモリ等を含む。
　本実施の形態において、可搬記録媒体Ｍ１には、画像４１、画像閲覧アプリケーション
４３、自動起動判定プログラム４４、使用目的と自動起動の対応表４５が記録される。
【００１７】
　読込装置３は、システム制御装置３０１、記憶装置３０３、入力装置３０４、表示装置
３０５、メディアドライブ装置３０６等を備えた、例えばパーソナルコンピュータ等の装
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置である。読込装置３のシステム制御装置３０１は、メディアドライブ装置３０６に可搬
記録媒体M１が挿入されると、可搬記録媒体M１に記録されているデータを読み込む。
【００１８】
　読込装置３は、その使用目的に応じて、可搬記録媒体M１に記録されている画像４１の
閲覧を行う場合と画像４１の閲覧を行わない場合とがある。
　例えば、読込装置３が、ＰＡＣＳ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）等のようにネットワークを利用して複数装置
間で扱う画像４１を管理する画像管理システムに接続されている場合には、画像４１はＰ
ＡＣＳのサーバにて一括管理されることが多く、読込装置３にて可搬記録媒体Ｍ１内の画
像閲覧アプリケーション４３を用いて画像４１を閲覧することは少ない。すなわち、可搬
記録媒体Ｍ１内の画像４１は単に読込装置３から取り込まれ、ＰＡＣＳのサーバの画像デ
ータベース等に蓄積される。ＰＡＣＳの各クライアント端末で画像４１を閲覧する際はＰ
ＡＣＳのサーバ（画像データベース）から画像データを取得して、端末に塔載されている
画像ビューアを用いて表示させることが多い。この手法は主に大規模の病院における画像
閲覧業務フローとなる。
　一方、ＰＡＣＳ等の画像管理システムを用いない環境では、可搬記録媒体Ｍ１から読み
込んだ画像４１を読み込んだ装置で閲覧することが多い。この場合、可搬記録媒体Ｍ１に
記録されている画像閲覧アプリケーション４３を用いて画像４１を表示させることが多い
。例えば、小規模の医院や患者個人のパーソナルコンピュータで画像４１を閲覧する場合
がこれに該当する。
　そのため、可搬記録媒体Ｍ１をメディアドライブ装置３０６に挿入した際に、可搬記録
媒体Ｍ１内の画像閲覧アプリケーション４３を自動起動させない方が効率がよい場合と、
自動起動させた方が効率がよい場合とがある。
【００１９】
　そこで、本実施の形態では、画像診断装置２は、画像４１や画像閲覧アプリケーション
４３に加え、読込装置３側で自動起動を行うか否かを判定するための自動起動判定プログ
ラム４４を可搬記録媒体Ｍ１に記録しておく。また、使用目的と自動起動との対応表４５
を可搬記録媒体Ｍ１に記録する。そして、読込装置３のメディアドライブ装置３０６に可
搬記録媒体Ｍ１が挿入された際に、読込装置３のシステム制御装置３０１は自動起動判定
プログラム４４を実行し、予め読込装置３の記憶装置３０３に設定されている使用目的に
基づいて画像閲覧アプリケーション４３の自動起動を許可するか否かを判定する。自動起
動が許可された場合には画像閲覧アプリケーション４３を起動し、自動起動が不許可の場
合には画像閲覧アプリケーション４３を起動せず、使用目的に沿った処理を行うものとす
る。
　なお、自動起動が不許可の場合であっても、読込装置３の入力装置３０４による操作入
力により、ユーザの所望のタイミングで画像閲覧アプリケーション４３を起動させること
は可能である。
【００２０】
　また、以下の実施の形態では、自動起動判定プログラム４４は、図２に示す対応表４５
を参照して、自動起動を許可するか否かを判定するものとする。図２に、読込装置３の使
用目的と画像閲覧アプリケーション４３の自動起動を許可するか否かを設定した対応表４
５の一例を示す。
　図２の例では、使用目的ＩＤ４５ａと、使用目的４５ｂと、画像閲覧アプリケーション
４３の自動起動の許可・不許可を示す値（以下、自動起動）４５ｃとが対応付けて設定さ
れている。
　具体的には、使用目的ＩＤ４５ａが「１」（使用目的４５ｂが「患者情報の読み込み」
）の場合に自動起動４５ｃを「０」（不許可）とする設定情報、使用目的ＩＤ４５ａが「
２」（使用目的４５ｂが「画像取り込み」）の場合に自動起動４５ｃを「０」（不許可）
とする設定情報、使用目的ＩＤ４５ａが「３」（使用目的４５ｂが「診断用の画像閲覧」
）の場合に自動起動４５ｃを「１」（許可）とする設定情報、使用目的ＩＤ４５ａが「４
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」（使用目的４５ｂが「講演用の画像閲覧」）の場合に自動起動４５ｃを「１」（許可）
とする設定情報、使用目的ＩＤ４５ａが「５」（使用目的４５ｂが「患者説明の画像閲覧
」）の場合に自動起動４５ｃを「１」（許可）とする設定情報が格納される。
　なお、使用目的は上述のものに限定されず、その他の使用目的とそれに対する自動起動
の許可・不許可を表す値とが格納されるものとしてもよい。
　また、読込装置３の記憶装置３０３に設定される使用目的ＩＤが、対応表４５の使用目
的ＩＤ４５ａに対応するＩＤで設定される場合には、可搬記録媒体Ｍ１には上述の対応表
４５のうち、使用目的ＩＤ４５ａと自動起動４５ｃとが記録されていれば足りる。
【００２１】
　「患者情報の読み込み」とは、患者の個人情報や検査情報を示す画像以外の情報を読み
込むことである。また、「画像取り込み」とは、例えば上述のＰＡＣＳや読込装置３内の
記憶装置３０３に可搬記録媒体Ｍ１内の画像データを移動するだけで、すぐに閲覧を行わ
ないことである。
【００２２】
　なお、自動起動判定プログラム４４内に対応表４５の内容を記述してもよい。この場合
、自動起動判定プログラム４４の記述に従って、使用目的ＩＤと自動起動の許可・不許可
が判定される。
【００２３】
　次に、図３～図４のフローチャートを参照して、画像提供システム１の動作について説
明する。
【００２４】
　図３に示すように、書込側である画像診断装置２において、まず、操作装置２２４等の
操作により、書き込む画像４１が画像データベース４２から選択される（ステップＳ１０
１）。システム制御装置２２１は、メディアドライブ装置２２６を駆動して、選択された
画像４１とともに画像閲覧アプリケーション４３、自動起動判定プログラム４４、及び使
用目的と自動起動の対応表４５のデータを可搬記録媒体Ｍ１に記録する（ステップＳ１０
２）。
【００２５】
　一方、読込装置３側では、図４に示すように、画像４１、画像閲覧アプリケーション４
３、自動起動判定プログラム４４、及び対応表４５が記録された可搬記録媒体Ｍ１が読込
装置３のメディアドライブ装置３０６に挿入される（ステップＳ２０１）と、読込装置３
のシステム制御装置３０１は、まず可搬記録媒体Ｍ１に記録されている自動起動判定プロ
グラム４４を読み出して起動する（ステップＳ２０２）。また、システム制御装置３０１
は、読込装置３の記憶装置３０３に記憶されている使用目的ＩＤ４５ａを読み込む（ステ
ップＳ２０３）。自動起動判定プログラム４４は、読込装置３に設定されている使用目的
ＩＤ４５ａと、対応表４５の使用目的ＩＤ４５ａとを照合し、自動起動が許可されている
か否かを判定する（ステップＳ２０４）。自動起動が許可されている場合は（ステップＳ
２０４；許可）、システム制御装置３０１は可搬記録媒体Ｍ１に記録されている画像閲覧
アプリケーション４３を読み込んで起動し、可搬記録媒体Ｍ１に記録されている画像４１
を閲覧可能に表示する（ステップＳ２０５）。自動起動が許可されない場合は（ステップ
Ｓ２０４；不許可）、画像閲覧アプリケーション４３を起動させず、処理を終了する。
【００２６】
　以上説明したように、可搬記録媒体Ｍ１を用いて、画像４１及び画像閲覧アプリケーシ
ョン４３を画像診断装置２から読込装置３へ提供する画像提供システム１において、可搬
記録媒体Ｍ１に、読込装置３側の使用目的に応じて画像閲覧アプリケーション４３の自動
起動を許可するか否かを判定する自動起動判定プログラム４４を記録しておく。これによ
り、読込装置３にて可搬記録媒体Ｍ１の内容を読み込む際に、まず読込装置３の使用目的
が判定され、画像閲覧アプリケーション４３の自動起動が許可または不許可とされる。そ
のため、患者情報の読み込みまたは画像の取り込みを目的とする場合等、読込装置３で画
像閲覧を目的としないで可搬記録媒体Ｍ１を使用する場合には、画像閲覧アプリケーショ
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ン４３を自動起動させないようにでき、効率よく作業を行えるようになる。
【００２７】
　また、本実施の形態に示すように、読込装置３に使用目的ＩＤ４５ａを予め設定してお
き、またこれと合わせて、使用目的ＩＤ４５ａと自動起動の対応表４５を可搬記録媒体Ｍ
１に記録しておくことにより、読込装置３は確実に装置の使用目的を取得して、対応表４
５の設定内容に従った動作を行なうことが可能となる。また、自動起動判定プログラム４
４とは別に対応表４５にて設定情報を記述できるため、ユーザの使用状況に応じて自動起
動を許可するか否かの設定変更を容易かつ柔軟に行なえるようになる。
【００２８】
　なお、本発明の機能により画像閲覧アプリケーション４３が自動起動しない場合であっ
ても、操作者が手動で操作することにより可搬記録媒体Ｍ１内の画像閲覧アプリケーショ
ン４３を起動することは可能である。
【００２９】
［第２の実施の形態］
　次に、図５～図７を参照して、本発明の第２の実施の形態について説明する。
　読込装置３に予め使用目的ＩＤ４５ａが設定されていない場合、自動起動判定プログラ
ム４４を用いても自動起動を許可するか否かを確実に判定できないことがある。しかし、
患者が通う病院、患者の居住地域、或いは紹介先の病院等、可搬記録メディアＭ１を使用
する場所が分かれば、書込側の画像診断装置２の操作者が、読込装置３の使用目的を推測
できることがある。
　第２の実施の形態では、書込側の画像診断装置２にて読込装置３の使用目的を設定でき
るようにする。
　なお、第２の実施の形態の画像診断装置２及び読込装置３の装置構成において、第１の
実施の形態と同一の各部については同一の符号を付し、説明を省略する。
【００３０】
　第２の実施の形態の画像診断装置２は、第１の実施の形態の構成に加え、読込装置３側
の使用目的を画像診断装置２側で操作者が設定するための画面データ等が記憶装置３０３
に記憶されている。
　また、第２の実施の形態の読込装置３は、記憶装置３０３に使用目的ＩＤ４５ａが予め
設定されていないものとする。その他の装置構成は、第１の実施の形態と同様とする。
【００３１】
　図５に示すように、画像診断装置２のシステム制御装置２２１は、第１の実施の形態と
同様の可搬記録媒体Ｍ１への画像４１等の書き込み処理に加え、使用目的を設定するため
の処理（ステップＳ３０２）を実行する。
　すなわち、書込側である画像診断装置２において、まず、操作装置２２４等の操作によ
り、書き込む画像４１が画像データベース４２から選択される（ステップＳ３０１）。シ
ステム制御装置２２１は、更に、読込装置３の使用目的を設定する（ステップＳ３０２）
。このとき、図６に示すような使用目的選択画面６を表示装置２２５に表示させ、操作者
に使用目的一覧の中から読込装置３の使用目的を選択させるようにしてもよい。
　図６に示す使用目的選択画面６は、使用目的一覧６１として、対応表４５の使用目的Ｉ
Ｄ４５ａと使用目的４５ｂとが一覧表示され、各欄にラジオボタン６２が表示される。ラ
ジオボタン６２が選択され、決定ボタン６３がクリック操作されると、選択されたラジオ
ボタン６２に対応する使用目的ＩＤ４５ａが可搬記録媒体Ｍ１に記録される。
　システム制御装置２２１は、メディアドライブ装置２２６を駆動して、選択された画像
４１とともに、画像閲覧アプリケーション４３、自動起動判定プログラム４４、対応表４
５、及び読込装置３の使用目的ＩＤ４５ａのデータ（使用目的選択画面６で選択された使
用目的のＩＤ）を可搬記録媒体Ｍ１に記録する（ステップＳ３０３）。
【００３２】
　図７に示すように、読込装置３において、画像４１、画像閲覧アプリケーション４３、
自動起動判定プログラム４４、対応表４５、及び読込装置３の使用目的ＩＤ４５ａが記録
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された可搬記録媒体Ｍ１が読込装置３のメディアドライブ装置３０６に挿入される（ステ
ップＳ４０１）と、読込装置３のシステム制御装置３０１は、まず可搬記録媒体Ｍ１に記
録されている自動起動判定プログラム４４を読み出して起動する（ステップＳ４０２）。
また、システム制御装置３０１は、読込装置３の記憶装置３０３に使用目的ＩＤ４５ａが
記録されているか否かを判定する（ステップＳ４０３）。読込装置３の記憶装置３０３に
使用目的ＩＤ４５ａが記録されている場合は（ステップＳ４０３；Ｙｅｓ）、図４のステ
ップＳ２０３以降の処理を行う。すなわち、第１の実施の形態と同様に、読込装置３の記
憶装置３０３に設定されている使用目的ＩＤ４５ａに応じて自動起動判定処理プログラム
にて自動起動するか否かを判定する。
【００３３】
　ステップＳ４０３において、読込装置３の記憶装置３０３に使用目的ＩＤ４５ａが記録
されていない場合は（ステップＳ４０３；Ｎｏ）、可搬記録媒体Ｍ１に記録されている使
用目的ＩＤ４５ａを読み込む（ステップＳ４０４）。そして、自動起動判定プログラム４
４によって、可搬記録媒体Ｍ１から読み込んだ使用目的ＩＤ４５ａと、対応表４５の使用
目的ＩＤ４５ａとを照合し、自動起動が許可されているか否かを判定する（ステップＳ４
０５）。自動起動が許可されている場合は（ステップＳ４０５；許可）、システム制御装
置３０１は可搬記録媒体Ｍ１に記録されている画像閲覧アプリケーション４３を読み込ん
で起動し（ステップＳ４０６）、可搬記録媒体Ｍ１に記録されている画像４１を閲覧可能
に表示する。自動起動が許可されていない場合は（ステップＳ４０５；不許可）、画像閲
覧アプリケーション４３を起動させず、本自動起動判定プログラム４４を終了する。
【００３４】
　以上説明したように、第２の実施の形態では、可搬記録媒体Ｍ１に、自動起動判定プロ
グラム４４と画像４１と画像閲覧アプリケーション４３に加え、読込装置３側の使用目的
ＩＤ４５ａを記録しておく。そして、読込装置３にて可搬記録媒体Ｍ１の内容を読み込む
際は、読込装置３に使用目的が予め設定されていればその使用目的に応じて画像閲覧アプ
リケーション４３の自動起動が許可または不許可とされる。また、読込装置３に使用目的
が予め設定されていなければ、可搬記録媒体Ｍ１に記録した使用目的ＩＤ４５ａに応じて
画像閲覧アプリケーション４３の自動起動が許可または不許可とされる。
　そのため、読込装置３で画像閲覧アプリケーション４３を自動起動するかしないかを書
き込み側の画像診断装置２にて設定できる。
【００３５】
　なお、第２の実施の形態では、読込装置３に予め設定されている使用目的ＩＤ４５ａを
優先的に自動起動の判定に使用するものとし、可搬記録媒体Ｍ１に書き込んだ使用目的Ｉ
Ｄ４５ａを補助的に使用する例を示したが、可搬記録媒体Ｍ１に書き込んだ使用目的ＩＤ
４５ａを優先的に自動起動の判定に使用した方が好適である場合には、上述のステップＳ
４０３の処理を行なわずに、可搬記録媒体Ｍ１に書き込んだ使用目的ＩＤ４５ａにて自動
起動の判定を行なうものとすればよい。
　また、読込装置３は、可搬記録媒体Ｍ１に書き込んだ使用目的ＩＤ４５ａを記憶装置３
０３に記憶し、以降、別の可搬記録媒体Ｍ１が挿入された場合にも記憶装置３０３に記憶
した使用目的ＩＤ４５ａに従って自動起動の判定を行なうものとしてもよい。これにより
、書込側において使用目的ＩＤ４５ａを可搬記録媒体Ｍ１に記録していなくても、円滑に
自動起動の判定が行なえるようになる。
【００３６】
［第３の実施の形態］
　次に、図８～図１０を参照して、本発明の第３の実施の形態について説明する。
　第３の実施の形態の画像提供システム１は、読込装置３にて画像閲覧アプリケーション
４３を起動する場合に、更に使用目的に応じて表示内容を制限する機能を備える。
　なお、第３の実施の形態の画像診断装置２及び読込装置３の装置構成において、第１の
実施の形態と同一の各部については同一の符号を付し、説明を省略する。
【００３７】
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　第３の実施の形態の画像診断装置２は、第１の実施の形態の構成に加え、読込装置３側
の使用目的に応じた表示制限設定情報４７を記憶装置３０３に記憶している。また、第３
の実施の形態の読込装置３は、第１または第２の実施の形態の構成と同様とする。
【００３８】
　図８に示すように、表示制限設定情報４７は、第１または第２の実施の形態の対応表４
５に更に、表示制限に関する設定情報の項目４７ａ～４７ｃを設けたものである。以下、
表示制限設定情報４７を有する使用目的と自動起動の対応表を対応表４６という。
【００３９】
　対応表４６には、例えば、画像閲覧アプリケーション４３の自動起動が許可される使用
目的に対して、更に、表示制限の有無を示す情報４７ａ、患者情報の表示の許可・不許可
のいずれかの設定情報４７ｂ、コメントの表示の許可・不許可のいずれかの設定情報４７
ｃ（以下、コメント４７ｃという）等が格納される。
　図８の例では、画像閲覧アプリケーション４３の自動起動が許可される使用目的ＩＤ４
５ａ（「３」、「４」、「５」）のうち、使用目的ＩＤ「３」（診断用の画像閲覧）につ
いては表示制限４７ａが「０」、すなわち表示制限はなく、使用目的ＩＤ「４」（講演用
の画像閲覧）については表示制限４７ａが「１」、すなわち表示制限を行い、患者情報の
表示４７ｂについては「０」（表示しない）とするとともに、コメント４７ｃについては
「１」（表示する）としている。
　また、使用目的ＩＤ「５」（患者説明の画像閲覧）については表示制限４７ａが「１」
、すなわち表示制限を行い、患者情報の表示４７ｂとコメント４７ｃとをともに「１」（
表示する）としている。
　なお、表示制限設定情報４７の内容は、図８に示すものに限定されるものではなく、使
用目的や表示制限項目を増減させてもよい。
【００４０】
　このような表示制限設定情報４７は、使用目的と自動起動の対応表４６として、画像診
断装置２により、画像４１、画像閲覧アプリケーション４３、自動起動判定プログラム４
４とともに可搬記録媒体Ｍ１に書き込まれる。
　なお、画像診断装置２の操作者が読込装置３の使用目的を推測できる場合は可搬記録媒
体Ｍ１に更に読込装置３の使用目的ＩＤを書き込むようにしてもよい。この場合は、第２
の実施の形態の読込側のフローチャート（図７のステップＳ４０３～ステップＳ４０４）
と同様に、読込装置３に予め使用目的ＩＤが設定されていれば、これを優先し、読込装置
３に予め使用目的ＩＤが設定されていなければ可搬記録媒体Ｍ１に記憶された使用目的Ｉ
Ｄを読込装置３の使用目的として認識するものとする。
【００４１】
　図９に示すように、読込装置３において、画像４１、画像閲覧アプリケーション４３、
自動起動判定プログラム４４、対応表４５、表示制限設定情報４７が記録された可搬記録
媒体Ｍ１が読込装置３のメディアドライブ装置３０６に挿入される（ステップＳ５０１）
と、読込装置３のシステム制御装置３０１は、まず可搬記録媒体Ｍ１に記録されている自
動起動判定プログラム４４を読み出して起動する（ステップＳ５０２）。また、システム
制御装置３０１は、読込装置３の記憶装置３０３または可搬記録媒体Ｍ１から使用目的Ｉ
Ｄ４５ａを読み込む（ステップＳ５０３）。そして、自動起動判定プログラム４４によっ
て、読み込んだ使用目的ＩＤ４５ａと、対応表４６の使用目的ＩＤ４５ａとを照合し、自
動起動が許可されているか否かを判定する（ステップＳ５０４）。自動起動が許可されて
いる場合は（ステップＳ５０４；許可）、システム制御装置３０１は可搬記録媒体Ｍ１に
記録されている画像閲覧アプリケーション４３を読み込んで起動し（ステップＳ５０５）
、更に、表示制限設定情報４７に従って、可搬記録媒体Ｍ１に記録されている画像４１を
表示する（ステップＳ５０６）。ステップＳ５０４の判定において、自動起動が許可され
ていない場合は（ステップＳ５０４；不許可）、画像閲覧アプリケーション４３を起動さ
せず、本自動起動判定プログラム４４を終了する。
【００４２】
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　図１０に、使用目的に応じた表示例を示す。
　図１０（ａ）に示すように、使用目的ＩＤが「４」（講演用の画像閲覧）の場合は、図
８の表示制限設定情報４７には患者情報の表示は「０」、コメントの表示は「１」と設定
されているため、被検体画像８に患者情報は表示されず、コメント８１は表示される。
　一方、図１０（ｂ）に示すように、使用目的ＩＤが「５」（患者説明の画像４１閲覧）
の場合は、図８の表示制限設定情報４７には患者情報の表示は「１」、コメントの表示は
「１」と設定されているため、被検体画像８に患者情報８２とコメント８１が表示される
。
【００４３】
　以上説明したように、第３の実施の形態では、画像診断装置２は、自動起動判定プログ
ラム４４と画像４１と画像閲覧アプリケーション４３に加え、使用目的と自動起動の対応
表４５に更に表示制限に関する設定情報を付加した表示制限設定情報４７を可搬記録媒体
Ｍ１に書き込む。画像診断装置２の操作者が読込装置３の使用目的を推測できる場合は可
搬記録媒体Ｍ１に更に読込装置３の使用目的ＩＤを書き込むようにしてもよい。
　そして、読込装置３にて可搬記録媒体Ｍ１の内容を読み込む際は、読込装置３に設定さ
れている使用目的ＩＤまたは可搬記録媒体Ｍ１に記録されている使用目的ＩＤを読み込ん
で、その使用目的に応じて画像閲覧アプリケーション４３の自動起動が許可または不許可
とされる。また、画像閲覧アプリケーション４３の自動起動が許可される場合は、表示制
限設定情報４７に従って、画像４１の一部の表示を制限する。
　そのため、画像閲覧アプリケーション４３を自動起動する場合に、表示される内容が予
め設定されているため、ユーザが表示内容を設定する手間を省くことができ、作業効率を
向上させることができる。また、講演用に画像４１を表示する場合等に、患者の個人情報
を表示させないように予め設定しておけるため、誤って患者の個人情報を講演の際に表示
させてしまうことがなくなる。
【００４４】
　以上、本発明に係る画像診断装置２及び可搬記録媒体の好適な実施形態について説明し
たが、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではない。当業者であれば、本願で開
示した技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明ら
かであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００４５】
　１・・・・画像提供システム
　２・・・・画像診断装置
　３・・・・読込装置
　４１・・・画像
　４２・・・画像データベース
　４３・・・画像閲覧アプリケーション
　４４・・・自動起動判定プログラム
　４５・・・使用目的と自動起動の対応表
　４７・・・表示制限設定情報
　６・・・・使用目的選択画面
　８・・・・被検体画像
　８１・・・コメント
　８２・・・患者情報
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